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【経営戦略局】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（コモンズ・地域政策チーム）

　コモンズ支援事業について
　先の木製ガードレールは、コモンズ支援事業で行う事業では無
い。
　土木部の道路予算ですべきであり、“コモンズ”と言う旗が１人
歩きをしている。
　“コモンズ支援事業の対象”を明確に定義すべきである。
　また、採用についても、市町村と合同協議会方式で行うべき。

　「コモンズ支援金」は、意欲ある市町村や県民等が
行う地域に軸足を置いた施策や協働して行う創意工
夫ある取組みを幅広く支援するものです。
　市町村が設置する「信州型木製ガードレール」整備
事業については、県の主要な施策と同一目的を有す
る事業と規定している「コモンズ支援金」の特別分に
該当することから、「コモンズ支援金」で支援しており
ます。
　県が設置するものについては土木部予算で実施す
ることとしており、県事業と市町村事業の支援を明確
に区分しているところです。
　従いまして、平成18年度においても「コモンズ支援
金」で支援していきたいと考えています。
　なお、事業選定については、選定委員会により公平
公正な選定に努めております。

（コモンズ・地域政策チーム）

　「信州ルネッサンス革命」推進事業（コモンズ支援金）について
　コモンズ支援金は、地域づくり総合支援事業や集落創生交付金
に代わる事業という位置付けもあり、また、地域自らが決定できる
事業として必要な事業である。
　しかしながら、市町村がその必要性から交付申請を出しても、
知事の意向等に左右され、交付されないこともあり、平成17年度
予算も残が生じている状況である。
　よって、地域が真に必要とする事業へは必ず交付すること及び
予算額を大幅に増額するよう図られたい。

　「コモンズ支援金」は、意欲ある市町村や県民等が
行う地域に軸足を置いた施策や協働して行う創意工
夫ある取組みを支援するためのものであり、採択に
あたっては、有効性・戦略性・協働性等の視点にたっ
て、公平公正に行っております。
　平成18年度におきましても、17年度と同額の10億円
を確保し、市町村をはじめとする地域コモンズの活動
をバックアップしてまいります。

（秘書広報チーム）

　広報ながのけんについて
　広報ながのけんは非常に大切でよいが、結果の報告が中心と
なっているので、「これからどんな事業がどんな計画で実施される
か」も広報すべき。
　また、県会の内容も含めてもらいたい。

　当初予算案（H17.2.26号）や組織改正案（Ｈ17.7.23
号）など、これから実施される事業や条例改正案も掲
載していますが、今後もどんな事業がどんな計画で
実施されるか掲載するよう努めます。
　また、議会の内容も掲載するよう努めていますが、
議会終了後には議会事務局が「こんにちは県議会で
す」という広報を新聞掲載しています。

（人財活用チーム）

職員の給与について
　長野県は他県と比べて特別職の給与が高いとされ、また、公務
員の給与も民間と比べて高い上に各種手当も高いとのことである
ので、県財政が悪い状況であるのならカットをすべきである。

　特別職の給与・報酬については、長野県特別職報
酬等審議会で支給水準引下げの検討が行われ、平
成18年2月9日に答申がありました。その答申を踏ま
えて、18年4月から知事以下常勤特別職の給料を引
き下げる（知事は135万円から124万円に引下げ：47
都道府県中43位の見込み）ほか、県議会議員の報酬
も引き下げます。さらに、特例条例により知事以下の
常勤特別職の給与カットを行います。
　また、一般職の職員についても、現在、10～5％の
全国最大規模の給与カットを実施しており、この期間
が終了する18年4月以降についても、給与構造の改
革により給与水準の引下げ（平均5％）を行うととも
に、各種手当についても見直しを行ってまいります。

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言
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ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（信州コールセンターチーム）

　各種一般公開討論会における若手の参加と一般意見の反映に
ついて
　高齢者や有力者など特定の人の発言が中心となっており、若手
の参加、また一般意見を反映できる県政にしてほしい。

　ご指摘の公開討論会が、いつ、どのような形で開催
されたものかは特定できませんが、県主催の集会な
どでご質問をいただく際、いわゆる有力者など、特定
の方に絞って発言いただいたり、参加者を制限したり
することはありません。
　様々な機会を設けて、多くの方々のご意見をうかが
うことが、県政にとって重要と考えております。
　なお、県では毎月一回、「車座集会」や「ようこそ知
事室」など、開かれた県政の推進を目的とし、知事が
県民の皆様と直接お会いし、県政に対するご意見・ご
要望をお聴きする機会を設けておりますので、こちら
にもご参加ください。

（政策促進チーム）

　全体的に、題目（例えば脱ダム）は出るが、中身が示されるの
が非常に遅い
　また、題目だけ出て、住民参加と言う言葉で住民にその負担を
求めている。住民は専門家ではないから、中身の内容も掲示して
協議する方法を考えてほしい。

　県民の皆様に計画当初の段階から参画していただ
き、一定の時間をかけてご議論いただくことは意義が
あり、全国的にも住民参加型政策決定の手法として
取り入れられていますが、行政内部の調整等に要す
る時間を短縮し、的確な情報をより迅速に皆様にお
伝えしていきます。

（行政システム改革チーム）

　県及び県関連団体（県費支出団体・公社ｅｔｃ）の整理統廃合に
より人員削減を図るべきではないか。

　県の職員の削減については、平成15年２月に策定
した「財政改革推進プログラム｣において平成15から
18年度の４年間で300人を削減する計画を立て、平成
15･16年度で377人の削減を行い目標を達成しまし
た。そこで、平成16年10月に同プログラムを見直し、
平成17･18年の２年間でさらに200人以上の職員を削
減する計画を立て、平成18年度当初時点で目標を達
成する予定です。
　外郭団体の見直しについては、平成16年６月に「改
革基本方針」、平成16年９月に「改革実施プラン」を策
定し、団体の廃止、県の関与の廃止・見直し等を図っ
ているところです。
　これにより、外郭団体への県職員の派遣は平成15
年度に比較して平成18年度当初時点で130人の削減
となります。
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ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（行政システム改革チーム）

　来年また組織改正が計画されているが、毎年組織変更があり
計画性がないように感じられる。経費を考えると、組織変更より各
部門の仕事分担の明確化とそのアピールをすることが大切では
ないか。
　現状を外から見ると、市町村と知事、戦略局と各部が遊離して
いるように見える。

　これまで実施してきました組織改正は、喫緊の課題
への対応や県民益の観点から、その時々に早期に
実施すべきものを随時行ってきています。
　平成18年度の組織再編案は、およそ20年ぶりとな
る大規模な再編として、従来の縦割り型組織を改め、
利用される皆様の利便性の向上や、地域の実情に合
わせてよりきめ細かな施策を地域で横断的、戦略的
に推進できる組織を目指すもので、関係する条例案
を９月の県議会に提案したところです。
　条例案は平成14年の県議会の提案に応えたもので
あり、また、職員や各部の考えを反映した行政機構
審議会の答申に基づくものでもあります。残念ながら
条例案は９月県議会に引き続き12月県議会でも継続
審査となり、４月の実施は物理的に困難な状況となっ
ています。
　再編案はこれまで実施してきた市町村長との懇談
や、住民の皆様との懇談で概ねご理解をいただいて
いるところです。また、県議会から指摘されている市
町村への権限移譲については、市町村と個別に相談
を進めてまいります。
　県民の皆様のサービス向上を目指した組織の改正
ですので、早期に実現したいと考えております。

（人財活用チーム）

県退職者の再就職について
　県退職者の県関連団体への天下りが人件費及び支出の高騰を
発生させている。国同様に定年退職者等の天下りを原則禁止と
すべきです。但し生活困難者には新卒者並の給与でよいと言う
人には天下りを認める。この結果、欠員となる人員については新
卒者への門戸開放をして雇用と人材活性化となる。

　本県では、平成16年度末から県退職者の再就職の
あっせんを廃止し、退職者自らの就職活動により再
就職をするよう見直しを行っており、いわゆる「天下
り」との批判をいただくことのないよう努めています。
　また、本庁課長級以上の退職者については、その
再就職先を報道発表するとともに県のホームページ
上で公開し、公正性と透明性の確保に努めていると
ころです。
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【危機管理室】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（危機管理・消防防災課）

長野県総合防災訓練について
　
　長野県総合防災訓練は、地震・水害等の自然災害に対し、住民
の生命・財産の安全確保を図り、県土の保全等緊急事態への対
応を訓練するうえで、欠かすことのできない重要な事業である。
　訓練に係る経費は、県が看板・テント・パンフレット・放送設備等
を、開催市町村が会場整備・倒壊家屋設置・需用費等をそれぞ
れ負担している。しかし、開催経費総額のうち、６割以上を財政負
担しているほか、開催の準備及び当日の運営にかかる人的負担
も発生することから、開催市町村への負担は大きいものとなって
いる。
　よって、開催市町村の負担を軽減するとともに、より充実した訓
練とするため、長野県総合防災訓練に係る県の予算額を増額す
るよう図られたい。

　長野県総合防災訓練は、災害対策基本法、長野県
地域防災計画及び開催市町村の地域防災計画に基
づき、昭和38年から県内市町村と共催で実施してき
ております。
　開催経費につきましては、平成14年度の市長会か
らの要望を受け、増額並びに市町村負担が２分の１
となるよう努めてきており、平成18年度予算において
もこの方針に沿って対応して参りたいと考えておりま
す。
　また、本訓練にはNTT、中部電力など県内防災関
係機関も自己負担で参加いただいております。
u今後とも開催経費が最小で、かつ最大の効果が上
がるよう事業内容の見直しをしていきますが、ご意見
にありますように開催市町村にとりましても、いざとい
うときの災害への対応訓練として大変有意義な事業
ですので積極的に共催していただきたいと考えます。

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言
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【企画局】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（情報政策課）

　「電子申請・届出システム」は、情報化社会が進展する中、住民
の利便性向上と行政の効率化を図るため、重要な役割を果たす
ものである。
　システム構築に、県を含めた共同開発は不可欠であり、電子自
治体の推進を図るため、先導的な立場から、平成18年度の事業
着手に向け、必要な予算を確保するよう図られたい。

　長野県電子自治体協議会において合意された基本
方針に基づき、市町村と共同により電子申請・届出
サービスを提供するよう、参加団体や利用率向上
策、費用対効果等について更に精査し、予算化を検
討します。

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言
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【総務部】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（市町村課）

　市町村合併特例交付金の限度額相当分の交付金総額が保障
されるよう、予算枠の拡大と採択基準を幅広く柔軟に対応できる
よう図られたい。(同趣旨の意見２件)

　
　市町村合併特例交付金は、合併に伴い懸念される
事項を解消するため、箱物中心のハード事業ではな
く、住民の視点に立ったまちづくりに必要なソフト施策
を重点として、合併後の均衡あるまちづくりのために
支援を行っています。
　この考えを踏まえて行われている対象事業につい
ては、従来から必要な予算の確保に努めてきており
ます。
　また、採択基準については、採択・不採択事例等詳
細について対象市町村に通知するなど、考え方の共
有に努めておりますが、今後とも対象市町村と連携を
図りながら所要額の確保に努めてまいります。

（税務課）

　
  県は県税未収金の縮減を図るため、個人県民税対策チーム
（仮称）を創設し、また県職員が市町村の併任職員となり徴収業
務を行うとのことであるが、地元のしがらみのない立場で徴収が
でき、更に市町村職員にとっては滞納整理のノウハウが取得でき
る等の観点大変ありがたい人的支援であると考える。市町村職
員は地元に密着している立場ならではのきめ細やかな、辛抱強
い徴収業務を行っているところであるので、併任職員が市町村職
員と連携をとりながら効果の上がる業務を行っていただくよう図ら
れたい。(同趣旨の意見２件)

　
  ご意見のありました県税未収金、とりわけその比率
の高い個人県民税の未収金縮減は、県と市町村の
共通の課題として互いに協力して取り組んできたとこ
ろですが、県職員が市町村の併任職員となり、徴収
にあたる県税収納推進センター（個人県民税対策
チーム）を設置するなど体制を整備し、より一層効果
的な取組みを推進してまいります。

（国際課）

　
　外国人の不法滞在や犯罪が増加している。外国人滞在者調査
の定期的調査を計る。これにより犯罪防止や住民登録徹底が県
税収につながると考える。

　
　県では、外国人登録を行っている市町村の協力を
得て、毎年５月と12月に、外国人登録者数等の調査
を行っています。
　今後も、関係諸機関の協力を得ながら、外国人登
録者数の推移や状況等の把握に努めてまいります。

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言
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【社会部】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

総合防災マップについて （コモンズ福祉課）

総合防災マップの緊急対策と各市町村及び町単位の対策を確立
する。

　住民支え合い活動総合支援事業は、災害時に高齢
者等の要援護者が安全に避難できるようにすること
を目的として、災害時住民支え合いマップづくりが市
町村において広がることを目ざしています。要援護者
の情報を地域住民等で共有することによって、特に
被災直後における初期段階での避難支援に必要な
支援が届くことが可能になり、被害者を最小限に留め
ることができると考えています。

重症心身障害児(者）通園事業について （障害福祉課）

　B型通園事業の1日の利用人員を、現行５人から８人に拡大す
ることについてお願いします。
　中信地区のB型通園施設は、現在５人の定員でいっぱいになっ
ており、養護学校在校生の卒業後の利用が難しい状況にありま
す。
　卒業後の青年期を迎え、二次障害などの問題を抱えていく心配
のあるこども達の将来を考えても、B型通園事業は本当に適切な
サービスと思われます。　安心して卒業後の生活をお任せできる
事業なので、ぜひ定員の拡大を予算化していただき、重度の子ど
も達の生活を支えていただきたい。

　在宅の重症心身障害児（者）が住み慣れた地域で
安心して暮せるように、重症心身障害児（者）通園事
業の拡充を重点課題として進めていきます。
　利用希望者が定員を上回り、新たな受け入れが困
難となっている圏域があるため、松本圏域には、新た
にB型通園施設を開設することとし、上小、諏訪、松
本圏域にある既存のB型通園施設については、一日
の利用人員を、５人から８人に拡大します。

重症心身障害児(者）通園事業について （障害福祉課）

　新規事業として、B型通園事業の1日の利用人員を拡大すること
については、関係者にとって誠にありがたく、是非とも実施してい
ただきたい。
　重症心身障害児者の日中活動の場は、B型通園施設が唯一と
言って過言でなく、外部との接触刺激や毎日の流れを感じとれる
所かと思います。
　利用希望者が定員を上回るような状況下にあって、日々、或い
は必要な時に利用できず、大変困っているのが実情です。そのよ
うな地域には、利用人員枠を大幅に拡大できるよう予算措置をお
願いします。

同上

重症心身障害児(者）通園事業について （障害福祉課）

  私の娘は、重い障害を持って生まれてきました。歩くことも話す
こともできないこの子に、人として生まれて、少しでも多くのものを
見、いろいろな経験をさせてあげたいと思いました。（中略）
　この子達も豊かな環境、経験、人とのつながり等々の人間とし
て生きる環境が必要で、その中ではじめて生きる喜びも知り、成
長できるのだと思いました。親達が手をとりあい、地域や市役所、
県の方々の力により、Ｂ型通園施設が松本に誕生したときの喜び
は一生忘れられません。（中略）
　年々Ｂ型に入りたいと望む方が増えていますが、すでに現状で
手いっぱいで、入る人が増せば、今通っている人が行けない日が
出てくるのが現実です。（中略）
　これからは、B型通園に入りたい人が増加していくばかりだと思
います。松本養護学校だけでも、通学組で小中高合わせて７名、
訪問組で小中高合わせて６名が一級の障害者手帳をもつ重度重
複障害者です。　絶対的に生きていく場が足りません。
　是非、B型の人数を増加させるとか、補助金を出していただくと
か対処をお願いします。
　障害者であっても、地域で人間として生きていける場所を整備し
てください。

同上

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言
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ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

重症心身障害児(者）通園事業について （障害福祉課）

　障害が重ければ重いほど通園の場所が少ない現状の中で、Ｂ
型通園はとても大切な場所です。医療（的ケア）が必要でも通園
が可能な子ども達にとって、仲間の輪の中で育つこの大切さを
知っていただき、定員増をお願いします。

　在宅の重症心身障害児（者）が住み慣れた地域で
安心して暮せるように、重症心身障害児（者）通園事
業の拡充を重点課題として進めていきます。
　利用希望者が定員を上回り、新たな受け入れが困
難となっている圏域があるため、松本圏域には、新た
にB型通園施設を開設することとし、上小、諏訪、松
本圏域にある既存のB型通園施設については、一日
の利用人員を、５人から８人に拡大します。

重症心身障害児(者）通園事業について （障害福祉課）

　私の子供が養護学校を卒業するときに、卒業後に行く場所がな
かったので、Ｂ型を作ってもらうよう運動して、やっと通園場所が
できました。ところが、利用希望者の増加で毎日通園できなくなり
そうなので困っております。
　定員を増やしていただくようをお願いします。

同上

重症心身障害児(者）通園事業について （障害福祉課）

　通園事業Ｂ型の一日の利用定員は５名です。これからも多くの
子供達が利用を希望しています。定員を増やして、住み慣れた地
域で家族と生活をさせたい。させてやりたいと思います。

同上

タイムケア事業について （障害福祉課）

　私たちの施設を利用している親御さんから、タイムケア利用時
間の２００時間ではなかなか難しい部分があるとの意見をいただ
きました。率直に施設側としても、日中の移動や余暇の過ごし方
に際して、２００時間という時間を少なく感じております。
　それに伴い、ここ１、２年でタイムケアを利用される方の障害の
度合いが重くなっています。そのため、現在の報酬単価ではタイ
ムケア事業として、なかなか責任が持てなくなっていることも事実
です。
　是非とも長野県で暮らす障害をお持ちの方を支える手の一つと
して御検討いただきたい。

　土日や養護学校の長期休業日にタイムケアを利用
する方が増えており、年間の利用限度時間（２００時
間）を超えてしまい、超えた分の介護料を全額自己負
担している方がいらっしゃいます。また、重度障害児
（者）をケアするためには、登録介護者が常時専属で
付添介護しなければならず、その労力と経費が多大
となっています。
　このような状況に対応するため、18年度において
は、利用者の利便性の向上を図ることを優先し、報酬
単価のアップは見送りますが、利用限度時間を200時
間から300時間に拡大します。

タイムケア事業について （障害福祉課）

　タイムケアを利用するに際しては、重症心身障害児者のケアに
は大変な労力と経験等が必要になるかと思いますので、時間単
価のアップあるいは上乗せも併せて予算措置を講じていただきた
い。

同上
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ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

コモンズハウス(宅幼老所等）支援事業について （コモンズ福祉課）

施設整備についてＮＰＯ法人等からの要望はあるものの市町村
の財政負担が大きく対応が困難な状況にある。
よって、住民が安心して地域で暮らせる環境整備促進のため、施
設整備費の負担割合を2／3から3/4に引き上げるよう図られた
い。

長野県は地域福祉の拠点としてコモンズハウスの整
備を推進しています。当事業を積極的に進めるため、
厳しい財政状況の下､特例的に補助率を2／3として
おりますので、補助率の引き上げは困難ですのでご
理解をお願いします。
また、福祉拠点の整備を進めるためには､県・市町
村・事業者の連携が重要でありますので､市町村にお
かれましても積極的な取り組みをお願いします。

高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業について （コモンズ福祉課）

市町村において住民要望はあるものの、市町村の財政負担が大
きく､対応が困難な状況にある。
よって、補助率を1／2から2／3へ引き上げるよう図られたい。

いつまでも自分らしく住み慣れた地域で暮らしつづけ
るための在宅支援として､自宅改修に対し助成を行っ
ております。
個人給付を廃止する中で、当該制度の重要性を鑑
み、厳しい財政状況の下、補助を行っているものであ
り、補助率の引き上げは困難ですのでご理解をお願
いします。

社会福祉施設整備事業について （高齢福祉課）

  高齢者人口が増加する中、高齢者が安心して生活を送れる施
設として、特別養護老人ホームは多くの住民が望む重要な福祉
施設である。
  しかし、需要に対応した整備が間に合わないことから、多くの入
所希望者に待機をお願いしている状況にある。
  施設建設に係る国の交付金制度は、三位一体の改革に伴い、
平成18年度から廃止となり、県に財源移譲されることとなってい
るおり、今後の計画的な施設整備には、県の財政的支援は必要
不可欠のものとなっている。
  よって、高齢社会における特別養護老人ホームの重要性を踏ま
え、平成18年度以降においても、従来の国・県負担基準額と同等
の基準により建設への補助をされるとともに、市町村が要望する
施設の整備について、必要性を十分理解し採択されるよう図られ
たい。

　長野県では、平成15年度から19年度までの５年間
を計画年度とし、市町村計画に基づいた「長野県高
齢者プラン」に沿って、高齢者の方が大規模な施設に
過度に依存することなく、住み慣れた地域で暮らし続
けることができるよう、より地域に密着した宅幼老所
等の整備を積極的に進めております。
　特別養護老人ホームについては、必要数を計画的
に整備しており、平成18年度の予算においては、創
設４か所、改築１か所を整備することとしました。
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【衛生部】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（医務課）

　県は、心臓停止による突然死をできる限り防ぐとともに、蘇生技
術の知識の普及を図るため、県有施設への自動体外式除細動器
（AED)を39台配備することとしているが、スポーツ活動の最中に
心臓停止する例もあることから、義務教育施設などの市町村施設
への配備も急務である。
　しかしながら、まだまだ高額な機器であるため、市町村単独で配
備することは、財政負担が重く困難な状況である。
　よって、市町村の義務教育施設、保育所への設置に対する助成
を図られたい。

　公共施設へのＡＥＤ配備については、長野県自動体
外式除細動器設置運営検討委員会に諮り、設置対象
施設、設置主体等を研究してまいります。義務教育施
設、特に、小学校への配備については、2000年の
AHA（アメリカ心臓学会）ガイドラインで、８歳以下また
は体重が25ｋｇ以下の小児・乳幼児にはAEDの使用
が認められていないことから、専門的な検討がさらに
必要です。
　なお、県では来年度、インストラクター（ＡＥＤ指導
者）養成のための講習会を開催することとしており、
市町村職員の参加についても、考慮してまいります。

（保健予防課）

　老人医療が高くなっています。各地域の保健所、保健指導員を
中心とした各地域に高齢者向けストレッチとか軽運動とか、食生
活管理指導とかによる健康指導により予防し医療費の低減を計
る。

　老人保健法に基づく保健事業の実施主体は市町村
ですが、各保健所においても、高齢者向けストレッチ、
軽運動などの指導を、ご要望に応じて出前講座等で
実施しています。また、食生活管理等の栄養相談を
随時お受けし、生活習慣病等の予防対策を実施して
います。

（保健予防課）

　精神科救急情報センターの設置は、当事者・家族の長い間の懸
案でした。設置される場合は、平日夜間、土曜・日曜の終日に運
営して欲しい。精神保健福祉士として協力させて頂きたい。長野
県の地域性を考慮した精神科救急情報センターの設置を要望し
ます。

  精神科救急情報センター設置については、適切な
情報センターのあり方について更に検討を加えること
としたため、予算計上しないこととしました。

（保健予防課）

　国の「８０２０運動推進特別事業」が来年度国の10/10負担の事
業ではなくなることが懸念されている。その場合、16、17年度と継
続して実施した「８０２０推進員育成事業」を中心とするこの事業の
予算的な基盤がなくなってしまうことが心配される。また、歯科保
健に関する県民大会の実施についても行政の支援が必要と思わ
れる。

　「8020運動推進特別事業」については三位一体の
改革に伴い、統合補助金の対象となりました。
　8020推進員育成事業を中心とした事業について
は、引き続き予算計上しております。
　また、育成した推進員の研修の場でもある県民大会
の実施については、県歯科医師会とともに進めている
ところです。

（保健予防課）

　障害者・要介護者を対象とした歯科保健について。18年度に介
護保険制度の改定が行われ、「口腔機能の向上」が介護予防、新
予防給付の３本柱の１つとして実施される予定であり、てこ入れが
必要と思われる。また、障害者の訪問歯科健診については、実施
割合が低い。障害者歯科相談医との連携システムを構築すること
により、健診への参加が促されるものと思われる。

　口腔機能の向上に関する認識を高めるため、歯科
関係者や施設関係者等に対する研修会を、「８０２０
運動推進特別事業」の１事業として予算計上しており
ます。
  在宅障害者の訪問歯科健診については、健診への
参加促進等、県歯科医師会とさらに連携を図り進め
てまいります。

（保健予防課）

　成人の歯科健診事業の実施率が極めて低い。健康保険組合員
の健診事業に歯科健診を合わせて実施すべきと考える。行政関
係者の歯科健診などからモデル事業的に広げることを期待する。

　成人歯科健診については、県歯科医師会において
歯科健診システムを開発中とのことですので、行政関
係者に対してモデル事業的に実施することにより、健
診実施を広めていくことについては、県歯科医師会と
検討してまいります。

（食品環境課）

　冬になり、鳥インフルエンザが心配されています。白鳥、カモ等
が渡り鳥として飛来しています。子供達がこれら渡り鳥と接触して
大丈夫ですか。又、カモ等は肉を食べても大丈夫か。
　薬の備蓄も大切ですが、予防管理の上でも、渡り鳥のインフル
エンザ調査を実施してください。この情報公開は、予防の上でも観
光の上でも大切と考えます。（安全管理です）

   鳥インフルエンザに関しては、鳥肉や鶏卵を食べて
も心配ない旨、内閣府食品安全委員会から安全宣言
が出されています。また、これまでに鳥肉や鶏卵を食
べることによって、人に感染した例は世界的に報告が
ありません。

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言
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【生活環境部】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（地球環境課）

アスベストについて
　県関連施設等公共施設に対する対策は進んでいる様ですが、
県民生活に直接関係のある日常品についても積極的に情報公開
する方針を作ってください。
　[例]  学校の理科の時間で使っていた石綿付金網等は大丈夫で
すか。又古い家のスレートカワラ等は大丈夫なのか民生品にも目
を向けてください。

　石綿を含有する家庭用品については、経済産業省
で調査を実施し、その結果をホームページで公表して
おります。（185社　774製品）
　なお、石綿付金網については、現在、すべての小･
中高等学校等で使用が中止され、廃棄処分又は密封
保管により、児童・生徒の手の届かない状態にありま
す。（密封保管している学校については、今年度中に
廃棄処理予定）
　非飛散性のアスベストを含有するスレート瓦や波状
スレート壁板などにつきましては、使用製品の商品名
を県のホームページに掲載しています。また、長野県
独自の届出制度（アスベスト含有建材の解体時の届
出）を新たに設け、この届出時に解体を行う業者等の
方々に対して、アスベストの飛散防止対策（手作業に
よる撤去や十分な散水など）の徹底を図るよう指導し
ております。

（廃棄物対策課）

県として停止した廃棄物処理場問題は早急に住民と対話して解
決を図り、経費節減をしてください。

　阿智村に計画する廃棄物処理施設については、昨
年９月15日に「計画は中止せざるを得ない」との県の
考え方を公表し、以後地元住民等関係者の皆様にこ
の考え方についてご説明をしてまいりました。
　今後は、ご提言のとおり、むやみに解決を先延ばし
することなく対応してまいりますが、関係者の皆様に
ご理解をいただくことが肝要であり、ご理解いただけ
るまで、期限を切らずに話し合いをさせていただくこと
としております。

（廃棄物対策課）

土木事業は、田中県政になってから各種事業が停止、廃止されて
います。
何らその対策（代替対策）が実施されていないことが多く、これが
県民最大の不満となっています。
関係市町村とお互い"なすり合い"ではなく、緊急に対話して再建
案を提示願います。特にダム、河川、新幹線、廃棄物処理など。

　産業廃棄物は、原則として、廃棄物の排出事業者
が、適正に処理をする義務を負っていますが、住民の
環境意識の高まりや廃棄物処理に対する不信感など
により、ここ数年、民間事業者による最終処分場の新
設がなく、既存施設の残存容量が逼迫していたことか
ら、これまでは公共が施設整備をすることとしていまし
た。
　しかし、企業の排出抑制やリサイクル等が促進さ
れ、最終処分量が激減していること、今年度、民間事
業者による最終処分場の新増設があり、他にも施設
整備の動きが出ていることから逼迫感は緩和しており
ます。
　このことから、建設から運営まで関わるとしていた従
来の公共関与を改め、民間事業者が施設整備をする
際に、県が情報公開や指導・監視体制の構築に強く
関与し、優良な民間事業者の参入を促進してまいりた
いとの考えを公表させていただいております。

（廃棄物対策課）

廃棄物の中・長期の計画を具体的に示して、住民対話により解決
を図ってください。今まで具体的提示が少ないです。

　現在の県廃棄物処理計画は、今年度を最終年度と
する計画のため、平成18年度当初予算において新し
い廃棄物処理計画を策定するための経費を計上しま
した。
　なお、昨年９月15日に阿智村に計画する廃棄物処
理施設について、中止せざるを得ないとの考え方を公
表した際に、新しい公共関与や自区内処理に対する
考え方及び廃棄物の資源化・減量化等を促進させる
取り組みの方針を併せてお示しいたしました。

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言
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ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（廃棄物対策課）

　県が制定に向け準備を進めている「廃棄物の発生抑制等と良好
な環境の確保に関する条例（仮称）」においては、「市町村が行う
一般廃棄物処理施設の設置に関し、知事との事前協議を義務づ
けていること」等多くの問題を含んでいる。
　このため、市長会・町村会では、平成17年11月７日に両会長名
により、「条例案から市町村の自治事務である一般廃棄物に関す
る部分を除外するとともに、条例案について市町村との十分な協
議と再検討を求める」旨、知事あてに意見書を提出する等、再三
にわたり要望・再検討を求めてきたが、県からは再検討の方向が
示されず、市町村との合意形成がなされていない状況にある。
　よって、「廃棄物の発生抑制等と良好な環境の確保事業」が、条
例の制定を前提としたものであることから、予算計上を見送られる
よう図られたい。

　「廃棄物の発生抑制等による良好な環境の確保事
業」に関する予算は、２月県議会への条例案上程と不
可分ですので、計上いたしました。
　なお、条例案の内容につきましては、一般廃棄物処
理施設は民間事業者も建設できること、また広域的
観点から施設建設の環境配慮について調整を図るこ
とは県が行うべき事務であると考えております。

（廃棄物監視指導課）

　県は、廃棄物の不法投棄防止のため平成１２年度から不法投
棄監視連絡員を配置し、不法投棄監視パトロール等を行ってい
る。
　しかしながら、地域によっては複数市町村を１名が受け持つ配
置となっているところもあり、そのため一人あたりの受け持ち範囲
が広くなることにより、監視の目が行き届かない状況にもなりかね
ない。
　よって、地域の意見が反映された適正な人員配置と巡回回数の
充実を図られたい。

　平成17年度は不法投棄監視連絡員75名を配置して
いましたが、受け持ち範囲が広く、監視が行き届かな
いエリアを少なくするため、平成18年度は100名の配
置となるよう25名の増員を行います。
　また、効率的な監視が行われるよう、巡回時間、担
当区域の見直しを行います。

12



【商工部】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（産業政策課）

　もっと農業を含めた中小企業、地場産業を活性化するテクノポリ
ス構想を中心に地域社会の活性化を計る予算化を要望します。

　高度技術に立脚した工業集積を推進することにより
地域経済の発達を図るテクノポリス構想の理念は、
（財）長野県テクノ財団が引き継ぎ、産学官連携によ
る地域経済の活性化に取り組んでおり、県としても財
団と連携して進めているところであります。

（産業政策課）

　テクノポリス構想を再構築し、商工業、農業の活性化を図られた
い。

　テクノポリス構想の理念を引き継いだ(財)長野県テ
クノ財団は、平成14年から５年間、国の知的クラス
ター創成事業に採択され、信大工学部、繊維学部の
ナノテク技術の知的資源を活用して企業と共同研究
開発に取り組んでおり、大きな成果が生まれていま
す。この事業は、５年間の総事業費25億円、全国18
地域において実施されており、昨年の中間評価で
は、長野の取組みが全国トップの評価を得ておりま
す。
　このように、県内企業と大学の共同研究が活発化
するよう平成18年度の中小企業技術開発促進事業を
再構築しているところであり、大学の知的資源を活用
した取組みを推進することにより、商工業や農業の活
性化を図ってまいります。

（信州ブランド・観光戦略局　　観光・物産振興チーム）

　観光行政について
   田中県政は旧来の土木中心県政から観光中心県政に偏って
いると思います。

　県では、「未来への提言～コモンズからはじまる、信
州ルネッサンス革命～」の理念に基づき、福祉、医
療、教育、環境に重点を置きつつ、従来からの本県
の経済を牽引してきた製造業、農林業、観光業の分
野を結びつけながら、地域を元気付ける施策を推進
しています。
　観光客の皆様を信州・長野県に呼び込むために
は、観光振興事業や観光資源の広報・アピールをす
ることが重要な戦略となります。県が実施している観
光宣伝事業がマスコミ等に取り上げられることが多く
なったことにより、そのようにお感じになられるかもし
れませんが、当局では観光振興事業の効果が出てい
るものと考えております。

（信州ブランド・観光戦略局　　観光・物産振興チーム）

　観光行政について
　観光行政はどこの部門で管理しているのか。何か観光行政が
変であると思う。

　例　・木製ガードレールは観光ではない。
　　　・バス観光ガイド等観光案内は知事が行う仕事ではないと
　　　思う。
　　　・ジビエ事業等

　長野県は、観光だけが産業ではないので、観光については地道
にアピールしてください。

　観光行政は、商工部　信州ブランド・観光戦略局が
所管しております。
・木製カードレールの事業につきましては、土木部が
主体となって実施しており、間伐材の有効利用と景観
への配慮などから推進している事業です。伝統的な
里山風景や農山村の景観を壊すことなく自然に調和
していることから、訪れる観光客の皆様に、長野県は
自然豊かで環境に配慮する県、そして観光客を温か
く迎える県であるということをアピールできるものと考
えております。
・知事自らが観光地を案内し、マスコミを通じて、多く
の皆様の目に触れる機会が増えることは、県への観
光客の誘客につながるものと考えます。
・ジビエ事業につきましては林務部が主体となって実
施しており、有害鳥獣捕獲や狩猟を通じて捕獲される
野生鳥獣を山村資源として有効利用し、かつ信州の
特色ある食材をアピールしていくものです。当局はこ
の特色ある食材も信州のブランドの一つとして考え、
協力して推進しております。
　観光だけを県の産業と捉えているわけではありませ
んが、観光産業は地域振興・活性化に結びつく重要
な産業であると考えておりますので、引き続き観光宣
伝、誘客宣伝に力を注いでまいります。

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言
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ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（信州ブランド・観光戦略局　　観光・物産振興チーム）

　観光行政について
　携帯電話の時代であり、市町村の観光パンフレット等にＱＲコー
ドの導入を全県的に普及させたらどうか.。市町村はパンフレットに
登録される企業にはＱＲコードの費用負担と利用状況の報告をし
てもらい改善を図ったらどうか。

  現在（社）信州・長野県観光協会が発行する企画商
品パンフレットの一部や名刺に導入し、スキー場情報
ＨＰや県観光情報ＨＰをご案内していますが、今後は
発行する観光案内資料等にＱＲコードを掲載するよう
に努めてまいります。
　また、市町村に対しましては、ＱＲコード導入につい
て提案してまいります。
　市町村のパンフレットに掲載する事業所の費用負
担等はそれぞれの市町村の考え方によるものと考え
ます。

（信州ブランド・観光戦略局　　観光・物産振興チーム）

　観光行政について
　中国や韓国の旅行者が増加している。高校生等の修学旅行に
働きかけをしたらどうか。

　中国、台湾政府の要人などにトップセールスを行っ
たことなどにより、平成１７年度、台湾から10団体・約
600人、香港から２団体・約30人の修学旅行の生徒を
受け入れたところです。なお、中国、韓国の高校につ
きましては旅行の形態や日数等に制約があるため、
青少年等が所属する組織・団体等へのアプローチを
図ってまいります。

（信州ブランド・観光戦略局　　観光・物産振興チーム）

　観光マーケティング支援事業について
　マーケティング支援事業は海外へのＰＲ活動やスノースポーツ
の普及による冬の観光振興を図ることにより、信州を訪れる者の
具体的受け入れ整備やリピーターの創出を推進する事業であり、
事業開始が早ければ早いほど効果がある事業である。
　しかしながら、平成17年度においては、県の予算の修正等、県
当局の事情により当ＰＲ事業のスタートが遅くなったようだが、各
市町村では観光連盟等で前年の11月初めからＰＲ活動を行って
いる。
　各スキー場とも自分のエリアだけのＰＲでは効果は薄いと考え
ており、県下全域のスキー場をＰＲするこの事業には期待してい
る。
　平成18年度においては、市町村との連携を十分図り、ＰＲ活動
ができるだけ早くスタートできるよう早期の計画作りを要望する。

　平成17年度のマーケティング支援事業のうちの「ス
キー王国NAGANO構築事業」につきましては当初予
算に計上し、年度当初からの早期事業着手を計画し
ておりましたが、残念ながら２月の県議会において予
算が否決され、６月の補正予算による承認となったこ
とから、事業スタートが遅れたものでございます。
　平成18年度におきましても、皆様からのご要望が高
い「スキー王国NAGANO構築事業」を当初予算に計
上しており、新年度の早期着手を図ってまいります。
　また、事業の推進に当たっては地元市町村、スキー
場、索道事業者、宿泊施設事業者等関係者と十分な
連携のうえ、実施してまいります。

（信州ブランド・観光戦略局　　観光・物産振興チーム）

　やさしい信州「雪道お助け隊」事業について
　国道292号上林～蓮池間の山岳道路の円滑で安全な通行の確
保にはどうしても不可欠な事業である。

　スキー王国ＮＡＧＡＮＯ構築事業において、雪道に
不慣れな都市圏のスキーヤーが安全にゲレンデまで
通行できる支援策として観光案内と併せて実施して
います。
　お客様にも好評であり、信州のスキー人口のシェア
拡大と観光振興に寄与するため、平成18年度も引き
続き実施してまいります。

（信州ブランド・観光戦略局　　観光・物産振興チーム）

　やさしい信州「雪道お助け隊」事業について
　冬期交通対策は全国でも異例の取り組みでありハード面（監視
システムなど）を含めて(国道292号線上林～蓮池間に)国土交通
省のモデルケースとして拡充できないか。

　土木部において、国土交通省の雪寒事業を活用し
道路情報システムの整備を行っていますので、国道
292号に設置された場合には、その情報をやさしい信
州「雪道お助け隊」が活用していまいりたいと考えて
おります。
　なお、国道292号への同システムの設置について
は、現時点で計画されていません。
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【農政部】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（農業技術課）

テクノポリス構想を再構築して商工業、農業の活性化を図られた
い。

　開発研究はコモンズで、テクノポリス構想では工業試験場等の
機関で検査、測定機の設備投資で充実援助をし、活性化を
[例]　信大工学部中心でナノテクノロジー、繊維学部・農学部中心
でバイオテクノロジー

　現在農業関係試験場では、バイオテクノロジー技術
に限らず他の先端技術開発も含めて産学官が連携し
て共同研究を進めています。
　今後新たな構想が構築され、農業分野に関する活
性化構想が策定された場合には、更に産学官の連携
を強化して速やかに技術開発を進めてまいります。

（農業技術課）

野菜の安定供給の為にも企業化による水耕栽培etc、機械化によ
る安定供給源開発をする技術開発援助を検討してください。

　現在農業関係試験場では、農産物の安定供給・農
作業の機械化などに関する数々の試験研究を実施し
ています。
　ご提案いただいた水耕栽培や機械化に関する技術
開発はもとより、その技術に適する品種の開発につい
ても試験研究を進めており、新技術・新品種が開発さ
れた場合には速やかに普及に移したいと考えており
ます。
　なお、長野県内でも野菜の工場化は複数の民間企
業により開始していますが、それらは企業が開発した
独自の技術によるものであります。今後共同開発等
の要望があった場合は今まで同様に共同で試験研究
を実施してまいります。

（畜産課）

　冬になり、鳥インフルエンザが心配されています。白鳥、カモ等
が渡り鳥として飛来しています。子供達がこれら渡り鳥と接触して
大丈夫ですか。又、カモ等は肉を食べても大丈夫か。
　薬の備蓄も大切ですが、予防管理の上でも、渡り鳥のインフル
エンザ調査を実施してください。この情報公開は、予防の上でも観
光の上でも大切と考えます。

　鳥インフルエンザの人への感染は、非常にまれで、
感染した鳥への密接な接触が原因と考えられていま
すが、野鳥と接触した人が感染した事例はなく、野鳥
との接触が特別危険ではありません。また、通常の加
熱調理で容易にウイルスが死滅するため肉を食べて
人が感染することは考えられません。
　鳥インフルエンザの海外から国内への侵入ルートの
一つとして渡り鳥が考えられており、環境省において
渡り鳥の調査を実施しています。現在、渡り鳥による
国内へのウイルスの侵入は確認されていません。
　県においては、野鳥が大量死した場合や鳥インフル
エンザを疑う死亡野鳥について、鳥インフルエンザの
検査を行っています。また、養鶏農場に対しては、毎
月５農場でモニタリング検査（継続検査）、全ての採卵
鶏1,000羽以上の農場でのサーベイランス検査（監視
検査）を実施し早期発見に努めています。現在、県内
へのウイルスの侵入は確認されていません。また、鶏
飼育農場への侵入を予防するため、飼養者の皆さん
に海外発生国への渡航や野鳥観察などの自粛を喚
起しています。

（土地改良課）

　公共事業費（土地改良）について、
　少子高齢化等による耕作者の減少のため、荒れたまま放置され
た耕地が増加しており、土地改良事業の実施により、効率的な農
耕地の確保と生産力を高めることが重要な農業施策となってい
る。また、土地改良事業の推進は、自然のため池となる田畑及び
排水の受け入れ機能を持つ農業用水路の整備等を行うものであ
り、自然災害を緩和する防災上の観点からも、重要な施策であ
る。
　しかし、現在、県では補助金について、交付要綱に定める補助
率を適用することなく、0.5％に抑えて交付しているため、事業実施
に係る地元負担金が重くなり、新規事業の実施を見送る等、事業
の円滑な推進に支障をきたしている。
　よって、土地改良事業の重要性を踏まえ、交付要綱に定める補
助率を確保するとともに、要綱の見直しを行い、補助率を引き上
げるよう図られたい。

　団体営事業に対する任意嵩上げ補助は、平成14年
度に策定した「財政改革推進プログラム」に従って、
平成15年度新規地区から原則として廃止（法的に義
務補助となっている事業については、0.5％）しており、
県補助率を引き上げることは困難です。

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言
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ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（農村整備課）

農業の集団化（出来れば企業化）により、合理化、相互援助、コス
トダウンによる収益アップを図る。また、この集団により高齢者援
助と若手農業労働者の育成をして定着化を図り、不労働若者対
策にもなる。

農業従事者の高齢化が進む中で農業で自律できる
多様な担い手の育成が課題です。
このため、自律的な経営発展を目指す農業経営者
となる「認定農業者」（市町村長が認定）及び、担い手
が不足する場合などにおいて、定年帰農者や兼業農
家が核となり、作業等の共同化を進めながら集落等と
して自律・持続していく「集落営農」(法人等）への取り
組み支援について、引き続き「自律志向担い手総合
支援事業」のなかで進めてまいります。こうした取り組
みにより、生産コストを下げるとともに創意工夫を持っ
た効率的かつ安定的な経営体の育成につなげてまい
ります。
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【林務部】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

 （森林保全課）

　信州ジビエより“緑のダム”森林整備、植林に重点を置くこと。

 　また、増えすぎたニホンジカ等による、植林木の食
害や剥皮など林業被害は年間6億円を超える被害が
発生しており、間伐等の森林整備を推進するうえで大
きな課題となっています。
　現在、防護柵の設置や忌避剤の塗布の他、有害鳥
獣駆除によるニホンジカ等の捕獲を行っていますが、
狩猟による捕獲も鳥獣の生息密度を抑制するための
有効な手段であり、捕獲したニホンジカ等をジビエと
して提供する仕組みを作ることにより、狩猟による捕
獲数の増加を促し、林業被害の軽減へとつなげ、多
様で健全な森林づくりを推進できるものと考えます。

（林政課）

　森林環境税を新設すること。 　政策税制検討委員会を平成15年11月に設置し、新
税の導入及びその使途について検討を行っていると
ころです。

（森林保全課）

　鳥獣被害を防ぐため、駆除対策、調査を徹底すること。 　長野県の平成16年度の野生鳥獣による農業被害
は、前年比94％と減少したものの約８億６千万円に
のぼり、生産者の意欲の減退を招き深刻な問題と
なっています。また、人身被害等様々な軋轢も生じて
います。
　県では、有害鳥獣を駆除する「捕獲対策」、防護柵
の設置や追払いなどの「防除対策」、廃果の適正処
理や緩衝帯の整備などの「集落対策」、間伐の推進
などによる広葉樹への誘導など「生息環境整備対
策」に加え、狩猟で捕獲した鳥獣の有効活用を図る
「鳥獣（ジビエ）活用対策」の５つの対策を総合的、複
合的に実施するよう、林務部、農政部が連携して支
援しているところですが、平成18年度も一層の対策が
行えるよう取組んでまいりたいと考えています。
　なお、ジビエ活用対策については、捕獲したニホン
ジカ等をジビエとして提供する仕組みを作ることによ
り、狩猟による捕獲数の増加を促し、農林業被害の
軽減を図るとともに、ジビエを地域の特産物として農
山村の活性化へとつなげるもので、必要な事業と考
えます。

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言

　国土の保全、水源のかん養、地球温暖化防止など
森林の公益的機能の高度発揮を図るには、森林整
備は欠かせない状況にあります。
　このようなことから、森林整備を重点施策に位置付
け、「長野県ふるさとの森林づくり条例」に基づき策定
しました「信州の森林づくりアクションプラン」に沿っ
て、喫緊の課題である間伐を進めることとし、実績間
伐から計画間伐へ事業の進め方を大きく変えた他、
補助制度の仕組みを簡素化したところです。
　平成18年度におきましてはアクションプランに基づ
き、17,000ヘクタールの間伐を行うために必要な予算
を計上したところです。

17



ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

（林業振興課）

　ダムに滞留している未処理の流木もチップ化して活用を図るこ
とが必要ではないか。

　県では森林づくりアクションプランに基づき平成27
年度までに県土の５分の１に当る約25万ヘクタール
の間伐を計画しており、この間伐材の有効活用を促
進するため、平成18年度にチップ利活用のデモンスト
レーションや活用事例の展示を行い需要の拡大を
図ってまいります。
　また、事業の実施にあたっては庁内部局横断的な
会議を設けウッドチップの利活用を推進するととも
に、ご提案のありましたダム流木に関しましても、関
係部局と連携し原材料としての活用を検討しながら
進めてまいります。

（林業振興課）

　間伐材のリサイクルについて用途をコモンズ事業として検討す
べき。

　平成17年度に各地方事務所に移動式製材機及び
小型移動式チッパーを配置し、森林整備を実施する
地域住民等に無償で貸し出すとともに、県職員が操
作指導などを行い住民の皆さんと協働して間伐材の
有効活用に努めてまいります。

（信州の木利用推進課）

　信州型ペレットストーブ・ボイラーについて、高性能なものを造っ
てほしい。

　県では、平成15年度から長野県の気候・風土に
合ったペレットストーブ・ボイラーの開発を行い、今年
度３機種を信州型ペレットストーブとして認定しまし
た。今後も開発企業等と協力し、より安価でデザイン
性が高く、高性能なものを造ってまいります。

（信州の木利用推進課）

　県外のペレットストーブ・ボイラーの購入にも補助金を適用して
ほしい。

　地域産業の振興の視点から、県としては、県内の企
業が製造する信州型ペレットストーブの導入を推進し
てまいります。

（信州の木利用推進課）

　エタノールの製造開発はできないか。 　エタノールの製造開発については、現在全国でいく
つかの実証プロジェクトが進行中であり、その状況を
見極めながら、具体的な案件に対して支援を行って
まいります。
　なお、平成15、16年度には木質バイオマス発電施
設の建設(年間売電量804万ｋｗｈ、約２千世帯の消費
電力に相当）に助成した他、現在、安曇野市の水素
製造プラント計画にも協力しております。

（森林保全課）

　狩猟免許試験について、特区制度（「網・わな猟免許特区」（島
根県）など）を利用し、網猟の免許と、わな猟の免許を分離して試
験を行い簡単にわな猟免許を取得できるようにしてもらいたい。

　環境省では、網・わなの狩猟免許を分離して試験が
行えるよう、鳥獣保護法改正案を今通常国会に提出
する予定であり、改正後は特区申請を行わなくても試
験を実施できる見込みです。
　なお、本年度より、農業者の皆さんが狩猟免許を取
得しやすくするため、新たに農閑期である冬期間（２
月）に狩猟免許試験を設定いたします。また、簡単に
免許が取得できるよう、狩猟免許初心者講習会を併
せて計画しており、合格率は99％（平成17年）となっ
ております。
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【土木部】

ご　意　見　・　ご　提　言　の　内　容 ご意見等に対する見解及び対応

主要幹線道路等の新設に係る整備事業について （道路建設課）

　土木部では「既存道路の維持補修の優先」という方針を示して
いるが、県内の多くの地域において、住民の利便性確保や産業
振興を図るために、道路新設による広域的道路ネットワークの
形成が求められている。主要幹線道路の整備の重要性は、次
代を展望した社会資本整備として既存道路の維持補修に劣るこ
とのない必要不可欠なものであるため、これらの事業を推進す
るための十分な予算配分を図られたい。

　主要幹線道路を整備し道路ネットワークを形成す
ることは、県民の生活・産業経済活動を支え、また、
災害時の輸送路となるなど、重要と認識していま
す。
　整備にあたっては、緊急性の高い箇所から、より
一層、効率的・効果的・重点的な整備を進めてまい
ります。

中止した事業の代替策について （河川課）

　土木事業は田中県政になってから各種事業が停止、廃止され
ているが何ら代替対策が実施されていないことが多く、県民最
大の不満である。関係市町村と緊急に対話して再建案を提示願
いたい。（ダム・河川）

　下諏訪ダム計画のあった砥川及び蓼科ダム計画
のあった上川については、ダムによらない新たな治
水計画である諏訪圏域河川整備計画が、平成16年
度に国の認可を受け、砥川に関してはこの計画に
基づく河川改修事業に着手しています。
　また、浅川に関しても河川整備計画に関する基本
的な考え方を決定し、住民の皆様への説明、国との
協議を進めています。
　今後もダム計画に代わる新たな治水計画を策定・
促進してまいります。

土砂災害監視システムの構築について （砂防課）

  最近、天災が増加しているため、土砂崩れなどに対する監視
システムの構築を急いでほしい。

  現在、県内の各建設事務所等で設置した雨量計
のデータを収集解析し、ホームページ「砂防情報ス
テーション」等で公開しています。その中で、土砂災
害警戒情報として降雨により土砂災害の危険のあ
る市町村がわかるように情報提供をしています。今
後も、より良い情報提供となるよう「砂防情報ステー
ション」の充実に努めてまいります。

公園の植栽について （都市計画課）

  町中の公園は他県の市町村と同じような花壇中心の公園が多
いが、長野県の特色を出して、樹木の多い公園にしてもらいた
い。これにより、高齢者や子供が遊んだり休んだりすることがで
きるなど、木陰での健康管理に役立つと思われる。

　ご要望の「町中の公園」については、主として市町
村が整備、管理しておりますが、都市公園は自然的
要素との共存を基調とする都市施設であることか
ら、市町村と連携して適切な植栽の配置について取
り組んでまいります。
　なお、県営都市公園のうち「町中の公園」として
は、若里公園（長野市）、駒場公園（佐久市）、風越
公園（飯田市）がございますが、これらについても適
切な植栽管理に努めてまいります。

直轄事業負担金について （監理課）

　国直轄事業については、近年、県負担金の予算措置が十分で
ないことから、計画的な事業推進に支障を来しているが、18年
度要求額についても17年度予算額を下回っており、円滑な事業
実施が確保できるか懸念される。広大な面積と急峻な地勢を有
する長野県において、社会資本の根幹であり、住民の安全･安
心を守る直轄事業の必要性を理解し、負担金予算の大幅な増
額を図られたい。

  ｢財政改革推進プログラム｣に基づき、県財政の健
全化に向けた取り組みを進めている中で、大幅な県
負担金予算の増額は困難でありますが、国の直轄
事業の推進に当たっては、国と十分な協議を行い、
緊急性･必要性の高い箇所について優先的･重点的
に実施されるよう努めてまいります。

平成１８年度当初予算要求概要に対するご意見・ご提言
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